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在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
お
い
て
本
来
節
約
で
き
た
は
ず
の
月
額
約
四
百
五
十
七
万
円
も
の
賃
借
料
が
二
年

に
渡
り
支
払
わ
れ
続
け
て
い
た
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
二
七
五
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
の
新
建
物
へ
の
移
転
が
二
〇
〇
七
年
三
月
三
十
日
に
完
了

し
て
い
る
一
方
で
、
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
と
大
使
公
邸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
外
務
省
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で

協
議
が
続
け
ら
れ
、
更
に
そ
の
一
部
が
現
在
車
庫
や
倉
庫
、
洗
車
場
等
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
と
大

使
公
邸
に
つ
き
、
月
額
約
八
百
三
十
六
万
円
も
の
賃
借
料
が
支
払
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
「
大
使
館
」
に
関
し
、
今
般
、
ロ

シ
ア
側
に
対
し
大
使
公
邸
を
除
く
旧
建
物
を
返
却
す
る
こ
と
で
合
意
が
な
さ
れ
た
と
承
知
す
る
。
先
の
質
問
主
意
書
で
、
右

の
合
意
は
い
つ
な
さ
れ
た
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
大
使

館
」
と
い
う
。
）
の
旧
事
務
所
の
大
半
を
返
却
す
る
こ
と
に
つ
き
先
方
と
合
意
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
、
大
使
公
邸

及
び
旧
事
務
所
の
一
部
建
物
を
引
き
続
き
賃
貸
借
す
る
契
約
を
締
結
し
た
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
方
が
問

う
て
い
る
の
は
、
契
約
が
な
さ
れ
た
日
に
ち
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
側
と
の
合
意
が
な
さ
れ
た
日
に
ち
で
あ
る
。
右
答
弁
に
あ

る
、
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
の
大
半
を
返
却
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ロ
シ
ア
側
と
合
意
が
な
さ
れ
た
日
に
ち
は
い
つ
か
、
再
度

一



質
問
す
る
。

二

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
大
使
館
の
事
務
所
の
移
転
以
前
か
ら
、
先
方
と
頻
繁
に
協
議
を
行
い
、
様
々
な
検
討
を
行
っ
て

き
た
が
、
先
方
は
、
大
使
公
邸
及
び
旧
事
務
所
の
建
物
は
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
と
し
て
、
分
割
に
つ
き

否
定
的
で
あ
り
、
他
に
大
使
公
邸
用
の
物
件
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
形
で
賃
貸
借
し
て
き

た
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
に
あ
る
協
議
（
以
下
、
「
協
議
」
と
い
う
。
）
は
こ
れ
ま
で
ど
こ
で
な
さ
れ
て
き

た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
協
議
」
の
内
容
を
記
録
し
た
文
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

四

「
協
議
」
に
つ
い
て
の
公
電
は
こ
れ
ま
で
外
務
本
省
に
送
ら
れ
て
い
る
か
。

五

外
務
省
に
お
け
る
「
協
議
」
の
担
当
部
署
並
び
に
担
当
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
協
議
」
が
始
め
ら
れ
た
の
は
い
つ
か
。
そ
の
一
回
目
の
日
に
ち
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
協
議
」
が
終
了
し
た
の
は
い
つ
か
。
そ
の
最
終
日
の
日
に
ち
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

先
の
質
問
主
意
書
で
、
そ
も
そ
も
「
協
議
」
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
理
由
は
何
か
、
「
大
使
館
」
の
新
建
物
へ
の
移
転
が

決
ま
っ
た
時
点
で
、
旧
建
物
と
一
体
化
し
た
大
使
公
邸
で
は
な
く
、
新
た
な
公
邸
を
探
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
問
う

二



た
と
こ
ろ
、
外
務
省
は
二
の
答
弁
を
し
て
い
る
。
「
協
議
」
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
二
の
答
弁

に
あ
る
様
に
、
�
ロ
シ
ア
側
が
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
と
大
使
公
邸
の
建
物
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
分
割
に
否
定

的
で
あ
っ
た
、
�
他
に
大
使
公
邸
用
の
物
件
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た－

の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
�
に
つ
い

て
、
外
務
省
が
「
大
使
館
」
の
移
転
に
伴
い
、
新
た
な
大
使
公
邸
用
の
物
件
を
探
し
始
め
た
の
は
い
つ
か
、
そ
の
具
体
的
時

期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

外
務
省
に
お
い
て
、
八
の
大
使
公
邸
用
の
物
件
探
し
を
担
当
し
た
部
署
並
び
に
担
当
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

十

外
務
省
が
八
の
大
使
公
邸
用
の
物
件
探
し
を
諦
め
、
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
従
来
の
公
邸
を
引
き

続
き
使
用
す
る
こ
と
を
決
め
た
の
は
い
つ
か
、
そ
の
具
体
的
日
に
ち
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

「
大
使
館
」
の
新
建
物
を
建
て
る
際
、
旧
建
物
同
様
、
そ
こ
に
大
使
公
邸
を
一
体
化
す
る
こ
と
の
検
討
は
な
さ
れ
た

か
。

十
二

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
の
賃
借
料
は
邦
貨
換
算
で
月
額
約
三
百
七
十
九
万
円
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
賃
借
料

と
の
差
額
は
月
額
約
四
百
五
十
七
万
円
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
、
一
の
合
意
及
び
契
約
が
交
わ
さ
れ
て
か
ら
、
従

三



来
支
払
い
続
け
て
き
た
も
の
よ
り
約
四
百
五
十
七
万
円
も
安
い
額
の
賃
借
料
を
支
払
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
「
大
使
館
」
の
新
建
物
を
建
て
る
際
、
旧
建
物
同
様
、
最
初
か
ら
そ
こ
に
大
使
公
邸
を
一
体
化
し
て
建
築
し
て
お
け

ば
、
右
答
弁
に
あ
る
費
用
を
支
払
う
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

十
三

八
の
�
に
つ
い
て
は
、
二
年
の
歳
月
を
要
し
た
と
は
言
え
、
「
協
議
」
の
結
果
、
今
般
分
割
し
て
賃
貸
借
す
る
こ
と
が

決
め
ら
れ
た
。
右
は
、
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
と
大
使
公
邸
を
分
割
し
て
賃
貸
借
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
年
に
も
渡
り
月
額
約
四
百
五
十
七
万
円
、
年
間
約
五
千
四
百
八
十
四
万
円
、
二
年

間
で
約
一
億
九
百
六
十
八
万
円
も
の
国
民
の
税
金
を
支
払
い
続
け
た
こ
と
は
、
外
務
省
の
不
作
為
に
よ
る
無
駄
遣
い
以
外
の

何
物
で
も
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
で
も
外
務
省
が
「
政
府
答
弁
書
」
で
「
『
無
駄
』
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と

考
え
る
。
」
と
す
る
根
拠
は
何
か
。

十
四

背
任
行
為
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
他
人
の
た
め
に
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
者
が
、
自
己
若
し
く

は
第
三
者
の
利
益
を
図
り
又
は
本
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
任
務
に
背
く
行
為
を
し
、
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を

加
え
た
と
き
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
十
七
条
の
背
任
罪
が
成
立
し
得
る
。
」
と
の
答
弁
が

な
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
は
日
本
国
家
、
日
本
国
民
の
た
め
に
外
交
並
び
に
そ
れ
に
関
す
る
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
に

四



鑑
み
、
今
回
の
「
大
使
館
」
の
旧
建
物
並
び
に
大
使
公
邸
に
係
る
問
題
に
関
し
て
、
然
る
べ
き
対
応
を
事
前
に
と
っ
て
お
け

ば
、
少
な
く
と
も
十
三
で
触
れ
た
金
額
を
二
年
に
渡
り
支
払
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
億
円
を
超
え

る
税
金
を
支
払
い
続
け
、
日
本
国
家
、
日
本
国
民
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
と
い
う
意
味
で
、
右
の
外
務
省
の
行
為
は
背

任
行
為
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

五


